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保険業法294条1項(H28.5～施行予定) 保険業法施行規則227条の2第3項1号(H28.5～施行予定)

保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員
（保険募集人である者を除く。）、保険募集人又は保険
仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の
締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を
行った団体保険（団体又はその代表者を保険契約者とし、
当該団体に所属する者を被保険者とする保険をいう。次
条、第二百九十四条の三第一項及び第三百条第一項にお
いて同じ。）に係る保険契約に加入することを勧誘する
行為その他の当該保険契約に加入させるための行為（当
該団体保険に係る保険契約の保険募集を行った者以外の
者が行う当該加入させるための行為を含み、当該団体保
険に係る保険契約者又は当該保険契約者と内閣府令で定
める特殊の関係のある者が当該加入させるための行為を
行う場合であって、当該保険契約者から当該団体保険に
係る保険契約に加入する者に対して必要な情報が適切に
提供されることが期待できると認められるときとして内
閣府令で定めるときにおける当該加入させるための行為
を除く。次条及び第三百条第一項において同じ。）に関
し、保険契約者等の保護に資するため、内閣府令で定め
るところにより、保険契約の内容その他保険契約者等に
参考となるべき情報の提供を行わなければならない。た
だし、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものと
して内閣府令で定める場合は、この限りでない。

３ 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員（保険募集人である者を除く。）、保険募集人
又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第二百九十四条第一項の規定により保険契約
の内容その他保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に
対し、次に掲げる方法により行うものとする。
一 保険契約の内容その他保険契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う
説明（書面に記載すべき事項が電磁的記録に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算
機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。以下この項において同じ。）及び次に掲げる事
項を記載した書面の交付
イ 商品の仕組み
ロ 保険給付に関する事項（保険金等の主な支払事由及び保険金等が支払われない主な場合に関する
事項を含む。）

ハ 付加することのできる主な特約に関する事項
ニ 保険期間に関する事項
ホ 保険金額その他の保険契約の引受けに係る条件
ヘ 保険料に関する事項
ト 保険料の払込みに関する事項
チ 配当金に関する事項
リ 保険契約の解約及び解約による返戻金に関する事項
ヌ 保険契約の申込みの撤回等（法第三百九条第一項に規定する申込みの撤回等をいう。）に関する
事項

ル 保険契約者又は被保険者が行うべき告知に関する事項
ヲ 保険責任の開始時期に関する事項
ワ 保険料の払込猶予期間に関する事項
カ 保険契約の失効及び失効後の復活に関する事項
ヨ 保険契約者保護機構の行う資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する事項
タ(略:指定紛争解決機関の名称等)
レ イからタまでに掲げる事項のほか、保険契約者又は被保険者が商品の内容を理解するために必要
な事項及び保険契約者又は被保険者の注意を喚起すべき事項として保険契約者又は被保険者の参
考となるべき事項のうち、特に説明がされるべき事項

参考資料２．保険募集における情報提供義務①
○平成26年保険業法改正により、これまで「保険会社向けの総合的な監督指針」において求められていた情報提供
が、法律レベルで義務化。

○当改正において、「保険契約の内容その他保険契約者等の参考となるべき情報」について、情報提供義務を負う
ものとされた。(平成28年5月施行予定)
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保険会社向けの総合的な監督指針Ⅱ－4－2－2(H28.5～施行予定)

Ⅱ－4－2－2 保険契約の募集上の留意点
（2）法第294 条、第300 条の2 関係（情報提供義務）
① 保険会社又は保険募集人は、保険契約の締結又は保険募集等に関し、保険契
約の種類及び性質等を踏まえ、保険契約の内容その他保険契約者等に参考と
なるべき情報の提供を適正に行っているか。
② 書面の交付又はこれに代替する電磁的方法により、情報の提供を行うにあ
たっては、顧客が保険商品の内容を理解するために必要な情報（以下、「契
約概要」という。）と顧客に対して注意喚起すべき情報（以下、「注意喚起
情報」という。）について、記載しているか。
なお、「契約概要」と「注意喚起情報」の主な項目は、以下のとおりとする。

（注1） 「契約概要」と「注意喚起情報」について、同一媒体を用いて一体で
記載している場合には、以下のア．（ア）及びイ．（ア）について省略し
たうえで、当該情報を「契約情報」として表示することで足りる。

（注2） 法第300 条の2 に規定する特定保険契約（以下、「特定保険契約」と
いう。）については、法第294 条第1 項の規定は適用されず、法第300 条
の2 で準用する金融商品取引法（以下、「準用金融商品取引法」とい
う。）第37 条の3 第1 項に規定する書面（以下、「契約締結前交付書面」
という。）を交付する必要があることに留意すること。

ア． 「契約概要」の項目
（ア） 当該情報が「契約概要」であること。
（イ） 商品の仕組み
（ウ） 保障（補償）の内容
（注）保険金等の支払事由、支払事由に該当しない場合及び免責事由等の保

険金等を支払わない場合について、それぞれ主なものを記載すること。
保険金等を支払わない場合が通例でないときは、特に記載すること。

（エ） 付加できる主な特約及びその概要
（オ） 保険期間
（カ） 引受条件（保険金額等）
（キ） 保険料に関する事項
（ク） 保険料払込みに関する事項（保険料払込方法、保険料払込期間）
（ケ） 配当金に関する事項（配当金の有無、配当方法、配当額の決定方法）
（コ） 解約返戻金等の有無及びそれらに関する事項
イ． 「注意喚起情報」の項目
（ア） 当該情報が「注意喚起情報」であること。
（イ) クーリング・オフ（法第309 条第1 項に規定する保険契約の申込みの撤

回等）

（ウ） 告知義務等の内容
（注） 危険増加によって保険料を増額しても保険契約が継続できない（保険

期間の中途で終了する）場合がある旨の約款の定めがあるときは、それ
がどのような場合であるか、記載すること。

（エ） 責任開始期
（オ） 支払事由に該当しない場合及び免責事由等の保険金等を支払わない場合

のうち主なもの。
（注） 通例でないときは、特に記載すること。

（カ） 保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等
（注） 保険料の自動振替貸付制度を備えた保険商品については、当該制度の

説明を含む。
（キ） 解約と解約返戻金の有無
（ク） セーフティネット
（ケ） 手続実施基本契約の相手方となる指定ADR 機関（法第2 条第28 項に規

定する「指定紛争解決機関」をいう。以下同じ。）の商号又は名称（指定
ADR 機関が存在しない場合には、苦情処理措置及び紛争解決措置の内
容）

（コ） 補償重複に関する以下の事項
（注） 補償重複とは、複数の損害保険契約の締結により、同一の被保険利益

について同種の補償が複数存在している状態をいう。
a． 補償内容が同種の保険契約が他にある場合は、補償重複となることがあ
ること。

b． 補償重複の場合の保険金の支払に係る注意喚起
c． 補償重複の主な事例

（サ） 特に法令等で注意喚起することとされている事項

H27.5.27付パブリックコメント回答（番号49、50抜粋）

保険契約の契約条項以外に係る参考となるべき事項としては、例えば、保険契
約（保険契約の趣旨・目的、保険事故、保険給付の内容・方法等）と関連性が
大きい付帯サービス（例：自動車保険における付帯サービスとしてのロード
サービス）の内容に係る事項や直接支払いサービスを行う場合に情報提供する
こととされている事項等が想定されます。

参考資料２．保険募集における情報提供義務②




